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別添－⑦

アスベスト問題に関する国土交通省の過去の対応の検証

平成１７年８月２６日

国 土 交 通 省

Ⅰ 検証の方法

１．検証の方法

アスベストに関する過去の関係法令及び、通知・通達、行政文書等について、幅広く省内

関係部局において洗い出しを実施した。

更に、これらの文書の内容、背景について、当時の関係職員に対する聴取を必要に応じ

て実施し、過去の対応の経緯等について明らかにした。

２．検証の対象

○アスベストの取扱いについては、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法等の

関係法令により規定されていることを踏まえつつ、国土交通省におけるアスベストに関す

る通知・通達、行政文書等（別紙１）等による対応を検討対象とした。

Ⅱ．検証の結果

１．建築物関係について

１）第一期 （昭和６２年度(1972年度)以前）

○昭和４６年に、特定化学物質等障害予防規則が制定され、石綿の製造、取扱作業に作業に

おける規制が定められた。その後、ＩＬＯ、ＷＴＯの石綿の発がん性に係る議論や、吹き付け

アスベストに対する規制の議論を踏まえて、昭和４８年には、官庁営繕工事における技術基

準の一つである「庁舎仕上げ標準（暫定修正版）」（現在は、建築設計基準に統合）におい

て、内部仕上げの方法から石綿吹き付け材を削除した。

２）第二期 （昭和６２年度(1985年度)～ )

○昭和６２年当時、吸音、耐火等を目的として建築物に施された吹き付けアスベストが劣化

し、アスベスト繊維が空気中に飛散する事例が学校等において報告され、社会的な問題意

識が高まっていた。このため、既存建築物における吹き付けアスベストの適切な処理の必
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要性等を認識し、昭和６２年９月に、当省所管の官庁施設における方針として、「石綿及び

石綿を含む材料・機材の取扱に関する当面の方針について」を官庁営繕部の関係課補佐

より地方建設局（当時）等の関係課長宛に連絡した。同方針は、既存建築物の吹き付け石

綿等の飛散防止や撤去のための方策を検討することや、新築等の際には吹き付けアスベ

スト等のみならず、将来の解体時等における飛散防止のためのコスト増等を考慮して、や

むを得ない場合を除きできる限り石綿スレート等の通常の使用状態では飛散するおそれの

ない石綿含有建材を使用しないこと等を示したものである。さらに、昭和６２年１１月には建

築基準法に基づく告示において、耐火構造の規定から吹き付け石綿を用いた構造の規定

を削除した。

○また、昭和６２年１０月には官庁施設に対して設計図書の確認による石綿吹き付け材の使

用状況による調査、６３年１月には民間建築物における吹き付けアスベストに関する調査を

実施した。

○さらに、学識経験者、建設省（当時）、関係省庁及び関連団体からなる「既存建築物の吹付

けアスベスト粉じん飛散防止処理技術研究会」を（財）日本建築センター内に組織し、吹き

付けアスベストの調査・診断方法、飛散防止処理工事等についてのマニュアルとして「既存

建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説（（財）日本建築センター

発行、建設省住宅局建築指導課、官庁営繕部監督課（当時）監修）」を昭和６３年６月に取り

まとめた。同技術指針・同解説は、吹付けアスベスト対策の適切な指導の参考とするために

住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主管部長宛に通知するとともに、関係省庁や都

道府県等の営繕担当課長に対しても参考送付した。

○昭和６３年１０月には、上記技術指針・同解説を踏まえて、当省所管官庁施設における吹き

付けアスベストの飛散防止改修工事等を適切かつ円滑に実施するため、調査の方法や、

標準的な仕様書の内容等を示した「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止対策暫定方針」を

定め、営繕部営繕計画課長より地方建設局営繕部長（当時）等に通知した。

○同月には上記暫定方針に示される調査要領（案）に基づき、関係省庁が所管する国の施設

のうち対策が必要となる施設に対して石綿の濃度測定や劣化状況等に関する調査を依頼

し、平成元年には、追加調査を実施した。

○昭和６３年１１月には、公共住宅の吹付けアスベストに対しても上記技術指針・同解説に基

づき的確な対策を継続するよう、住宅局住宅建設課長（当時）より都道府県の住宅主管部

長宛に要請するとともに、管下公共住宅事業主体への適切な指導等を求めた。

○なお、上記暫定方針の内容について一定の実績を得たことを踏まえて、平成１０年度版の

「建築改修工事共通仕様書」において吹き付けアスベストに係る規定を追加した。
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３）第三期 （平成３年度（199１年度）～ ）

○非飛散性アスベスト含有建材の処理作業については、平成３年には廃棄物処理法が改正

され、飛散性アスベスト等の特別管理産業廃棄物の処理が規定され、平成７年には特定化

学物質等障害予防規則の改正により、建築物の解体等の作業における事前調査や、石綿

等の切断等特定の作業における保護具の使用等が定められた。その後、非飛散性アスベ

スト含有建材の解体を含む工事が増加する中、当省所管の官庁施設の解体等において、

設計図書への記載や積算の取扱等の一般的事項を定めることが必要との判断から、平成

１２年３月に「非飛散性アスベスト含有建材の取扱について」を定め、営繕部営繕計画課長

から地方建設局営繕部長（当時）等に対し通知を行った。同時に、設計図書における具体

的な記載事項等を定めた「非飛散性アスベスト含有材の取扱に係る設計図書記載事項に

ついて」を営繕部の関係課補佐より地方建設局（当時）の営繕部等設計担当課長宛に連絡

を行った。また、同通知の内容については、平成１４年度版の「建築改修工事共通仕様書」

において関連規定を追加した。

○平成１４年５月に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が完

全施行されたが、同法等では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事等であっ

て、一定規模以上のものについて、分別解体が義務づけられており、主務省令において、

特定建設資材に付着した吹き付け石綿等の調査を行い除去することとされている。これに

伴い、建設廃棄物等の適正処理を示した「建設副産物適正処理推進要綱」に、アスベスト

の措置及び飛散性アスベストに関する措置を追加し、国土交通事務次官から地方支分部

局等の長、関係省庁の事務次官、都道府県知事、関係業団体等の長等に対して通知を行

った。

○また、同法の完全施行に伴い、当省所管官庁施設の建築工事における建設副産物の管理

に関する詳細な留意事項を定めた「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を作成

し、営繕部建築課営繕技術管理室長より地方整備局等の営繕部長に通知を行った。同マ

ニュアルは、関係省庁及び都道府県等の営繕担当課長にも参考送付を行った。

○建設リサイクル法完全施行以降、関係部局に解体工事等における有害物質の取扱に関す

る問い合わせが数多く寄せられており、わかりやすい冊子作成の必要性を認識した。この

ため、平成１６年６月に国土交通省、都道府県、政令市、建設業団体等から構成される建設

副産物リサイクル広報推進会議において、パンフレット「建築物の解体等に伴う有害物質等

の適切な取扱い」を作成した。同パンフレットは、解体工事時の有害物質の取扱についての

一般的事項を取りまとめたものであり、幅広く一般に配布することにより、関係法令遵守に

関する周知を行った。

○同年１０月の新潟中越地震の際には、地震により建築物等の解体工事・修繕工事が増加す
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ることが予想されたため、関係法令の遵守によりアスベストが適正に取り扱われるよう、総

合政策局建設業課長より新潟県土木部長、関係業団体の長に対して通知を行った。また、

その際に、建設業課より新潟県土木部技術管理課長及び関係業団体に対して、上記パン

フレットを送付し、解体工事等の届出窓口にて配布してもらうように依頼した。

○平成１６年１０月１日には、労働安全衛生法施行令において建材等の使用等が禁止された

のを受け、建築基準法施行令及び技術的基準を定めた告示から、すべての石綿含有建材

（石綿スレート、石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板等）の規定を削除した。

○平成１７年６月には、石綿障害予防規則が施行されるのに伴い、当省の所管団体である

（社）住宅生産団体連合会は「低層住宅石綿取扱ガイド」を作成した。同ガイドは、石綿含有

建材を含む建築物の解体等の作業を請け負った元請業者や直接施工を行う請負者が、同

規則に沿って具体的に措置する内容を示したものである。

２．自動車関係について

○昭和59年12月に、環境庁（当時）のアスベスト発生源対策検討会から、自動車のブレーキ

等の石綿材部品については、摩擦熱により石綿が変質し、摩耗粉じんに占めるアスベスト

の重量割合がかなり小さくなる等の報告がなされた。

○平成元年４月12日に、（社）日本自動車工業会は、石綿をめぐる環境問題等に鑑み、自主

的に自動車におけるブレーキ等の石綿材部品の非石綿材部品への切り替え計画を策定

し、運輸省（当時）、通商産業省（当時）、環境庁（当時）に提出した。運輸省（当時）では、上

記報告書等を踏まえ、計画を受理し、実施を見守ることとした。

○平成６年２月15日に、代替品の開発が進まず、一部切り替えの計画が遅れている旨の中間

報告を受けたが、平成８年10月２日に切り替え完了の報告を受けた。これにより、国内向け

生産自動車については非石綿材部品への切り替えが完了した。

○平成10年11月12日に、自動車の保安基準に係る通達において、自動車技術基準の国際調

和の観点から、ＥＵ基準にならいブレーキライニングに関しアスベストを含まない旨を規定し

た。

Ⅲ まとめ

建築物における対応については、①当省所管官庁施設における対応、②建築・住宅行政の

観点からの対応、③建設業行政の観点からの対応の３つに大別される。
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①については、関係法令における規制に先立ち、当省所管の官庁施設について、公共建築

物に関する工事の発注者として必要な取組を行っている。

具体的には、労働安全衛生法において昭和５０年に吹き付けアスベストが禁止されるのに

先立ち、昭和４８年に当省所管の官庁営繕工事における技術基準の内部仕上げの方法から

石綿吹き付け材を削除している。これは、ＩＬＯ、ＷＴＯの石綿の発がん性に係る議論や、吹き

付けアスベストに対する規制の議論が当時あったことを踏まえて、代替となる他の吹付け材を

採用したものである。

また、昭和６２年９月には、所管官庁施設におけるアスベストの取扱に関する方針として、既

存建築物の吹き付けアスベスト等の飛散防止に係る措置や、新築等の場合にできる限り石綿

スレート等の石綿含有建材を使用しないこととした。昭和６２年当時は、学校等におけるアスベ

ストについての社会的関心が高まっている中で、将来の解体時等における飛散防止のための

コスト増等を考慮して、石綿含有建材をできるかぎり使用しないこととしたものである。

②については、国土交通省では建築基準法令における対応があるが、昭和６２年当時に学

校等で吹き付けアスベストに関する社会的な関心が高まっている中で、昭和６２年１１月には

建築基準法に基づく告示において、耐火構造の規定から吹き付け石綿を用いた構造の規定

について削除した。また、労働安全衛生法令において、平成１６年１０月から石綿含有建材の

製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止になったことを踏まえ、建築基準法施行令から、

石綿の規定を削除した。

いずれも、社会の動向や関係法令の改正を踏まえて、必要な措置を講じてきたものと考え

られる。

③についても、建設リサイクル法や関係法令の動向等を踏まえて必要な措置を講じてきた

ものと考えられる。

自動車関係については、昭和５９年の環境庁（当時）の検討会において、自動車のブレーキ

等の石綿材部品については、摩擦熱等により石綿が変質し、摩耗粉じんに占めるアスベスト

の重量割合がかなり小さくなる旨の報告がなされたことも踏まえ、アスベストに係る労働安全

衛生法等の規制を基本としつつ、（社）日本自動車工業会による自主的な非石綿材部品への

切り替え（平成８年１０月完了）、国際調和による基準の設定を進めたところである。



       ※平成１７年８月２６日時点で把握できているもの

　 　省庁名　：　国土交通省　　

文書作成の時期 文書名
文書の性
格

作成主体等 頁数 概要

1 昭和48年3月
庁舎仕上げ標準（暫定修正
版）

基準
建設大臣官房官庁営繕
部建築課長

－
庁舎の仕上げの標準を定めるものから石
綿吹付けを削除

2 昭和62年9月16日
石綿及び石綿を含む材料・
機材の取扱いに関する当面
の方針について（通知）

事務連絡

建設大臣官房官庁営繕
部建築課長補佐、設備課
長補佐、監督課長補佐
（地方局等担当課長あ
て）

2
既存建築物の使用及び解体等、新築等
に当たっての石綿等の取扱いに係る当面
の方針を示したもの

3 昭和62年10月26日
石綿吹き付け材の使用状況
実態調査について

事務連絡
建設大臣官房官庁営繕
部営繕計画課長補佐（地
方局等担当課長あて）

3
設計図書による石綿吹き付け材の使用状
況による調査の依頼

4 昭和63年1月25日
民間建築物における吹付け
アスベストに関する調査につ
いて（依頼）

通知

建設省住宅局建築指導
課長
（都道府県建築主務部長
あて）

4

アスベスト繊維が空気中に飛散するという
事例が見られるため、各都道府県あてに
民間建築物について調査を実施するとと
もに改善指導を行うよう通知。

5 昭和63年6月30日
既存建築物の吹付けアスベ
スト粉じん飛散防止対策の
推進について

通達

建設省住宅局建築指導
課長
（特定行政庁建築主務部
長あて）

1

上記調査結果をふまえ、各特定行政庁あ
てに「アスベスト粉じん飛散防止処理技術
指針・同解説」を指導の際の参考となるよ
う送付。

6 昭和63年6月
既存建築物の吹付けアスベ
スト粉じん飛散防止処理技
術指針・同解説

指針

日本建築センター発行
建設省住宅局建築指導
課、建設大臣官房官庁営
繕部監督課監修

140
吹付けアスベストの調査・診断方法、飛散
防止処理工事等についてのマニュアル

7 昭和63年10月3日
官庁施設のアスベスト対策
について

通知
建設大臣官房官庁営繕
部営繕計画課長（地方局
等営繕部長等あて）

19
吹付けアスベスト粉じんの飛散防止対策
に関する暫定方針を示したもの

8 昭和63年10月18日
官庁施設の吹付けアスベス
ト対策について

通知
建設大臣官房官庁営繕
部営繕計画課長（各省庁
営繕担当課長あて）

5

建設省所管予算の対象施設のうち対策
が必要な施設について、営繕計画書とと
もにアスベスト粉じん濃度等を提出するよ
う依頼

9 昭和63年10月25日
官庁施設の吹付けアスベス
ト対策について

通知

建設大臣官房官庁営繕
部営繕計画課長（衆参議
院事務局等営繕担当課
長あて）

6 各省各庁あて依頼文書の参考送付

10 昭和63年11月24日
公共住宅の吹付けアスベス
トに係る当面の対策につい
て

通知

建設省住宅局住宅建設
課長
（都道府県住宅主務部長
あて）

2

「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛
散防止処理技術指針」の策定を受け、公
共住宅においても的確な対策を継続する
よう通知。

11 平成元年４月１２日
自動車における石綿材部品
の非石綿材への切り替え計
画策定の件

報告 （社）日本自動車工業会 -

・ 石綿をめぐる環境問題等に鑑み、平成
６年までに全ての自動車について石綿材
部品の非石綿部材への切り替えを完了す
る計画（環境庁、通産省（ともに当時）にも
同内容の報告がなされていたところ）。

12 平成元年6月6日
官庁施設の吹付けアスベス
ト対策について（依頼）

通知
建設大臣官房官庁営繕
部営繕計画課長（各省各
庁営繕担当課長あて）

4
昭和62年度調査で吹付けアスベストの有
無が確認できなかった施設についての追
加調査の依頼

             アスベストに関する過去の通知･通達、行政文書、研究結果等の一覧（別紙１）



文書作成の時期 文書名
文書の性
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13 平成4年7月6日

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律の一部を改正する
法律の施行の留意事項につ
いて

通知

建設省大臣官房技術調
査室長、官庁営繕部営繕
計画課長（地方局企画部
長、営繕部長あて）

2
特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト）
の処理に係る留意事項

14 平成6年2月15日

自動車摩擦材等のアスベス
ト代替に関する調査結果及
び自動車における石綿材部
品の非石綿材への切り替え
について（中間報告）

報告 （社）日本自動車工業会 -

・ 乗用車及び小型トラック（GVW2.5トン以
下）について、切り替えを完了（乗用車１
車種を除く。）。
・ 大型車及び二輪車用のブレーキライニ
ングのように単位面積あたりに高いブ
レーキ力を必要とするものについては、代
替品の開発が進まず、一部切り替えの計
画に遅れ（環境庁、通産省（ともに当時）
にも同内容の報告がなされていたとこ
ろ）。

15 平成8年10月2日
自動車における石綿材部品
の非石綿材への切り替えに
ついて

報告 （社）日本自動車工業会 -

全ての国内向け自動車について、非石綿
材への切り替えを完了（環境庁、通産省
（ともに当時）にも同内容の報告がなされ
ていたところ）。

16 平成10年3月頃
建築改修工事共通仕様書
（平成10年版）

基準
建設大臣官房官庁営繕
部長

－
アスベスト処理工事についても規定した
改修工事の共通仕様書

17 平成10年11月12日
道路運送車両の保安基準に
係る技術基準について

通達

運輸省自動車交通局長
（当時）（（社）日本自動車
工業会会長、（社）日本自
動車部品工業会会長、日
本自動車輸入組合理事
長、（社）日本自動車整備
振興会連合会会長、（社）
日本自動車車体工業会
会長、（社）日本産業車両
協会会長宛）

-

国際的な基準調和の下に、乗用車の制
動装置についてアスベストの使用を禁
止。
(平成１４年７月１５日に同内容で告示化）

18 平成12年3月31日
非飛散性アスベスト含有建
材の取扱いについて

通知
建設大臣官房官庁営繕
部営繕計画課長（地方局
等営繕部長等あて）

2
アスベスト成形板の処理作業についての
標準的取扱い等を示したもの

19 平成12年3月31日
非飛散性アスベスト含有建
材の取扱いに係る設計図書
記載事項について

事務連絡

建設大臣官房官庁営繕
部建築課長補佐、設備課
長補佐（地方局等担当課
長あて）

2
アスベスト成形板の処理作業についての
標準的取扱いを踏まえた設計図書の記
載方法を示したもの

20 平成12年4月14日
非飛散性アスベスト含有建
材の取扱いについて

事務連絡

建設大臣官房官庁営繕
部建築課長補佐、設備課
長補佐（各省各庁・都道
府県等営繕担当課長あ
て）

1
地方局あての「非飛散性アスベスト含有
建材の取扱いについて」の文書の参考送
付

21 平成14年3月29日
建築改修工事共通仕様書
（平成14年版）

基準 大臣官房官庁営繕部長 －
アスベスト処理工事についても規定した
改修工事の共通仕様書

22 平成14年5月30日
建築工事における建設副産
物管理マニュアル

基準
大臣官房官庁営繕部建
築課営繕技術管理室長

－
特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト）
の処理についても規定したマニュアル

23 平成14年 5月30日
建設副産物適正処理推進要
綱の改正について

通知

国土交通事務次官（各地
方整備局長、各関係省庁
事務次官、各都道府県知
事、各関係建設業団体の
長、他あて）

-
アスベストを含む建設廃棄物の適正処理
について周知徹底

24 平成14年11月28日
吹付けアスベストの劣化状
況について（依頼）

事務連絡

大臣官房官庁営繕部営
繕計画課長補佐、建築課
長補佐（地方局等担当課
長あて）

3
昭和62年から平成元年における調査の
フォローアップの依頼
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25 平成16年1月16日
吹付けアスベストの劣化状
況について（依頼）

事務連絡

大臣官房官庁営繕部営
繕計画課長補佐、建築課
長補佐、設備課保全指導
室課長補佐（地方局等担
当課長あて）

30
平成14年11月依頼のフォローアップ調査
に基づく保全指導についての依頼

26 平成16年６月
アスベストを含む有害物質
の適切な取扱（パンフレット）

建設副産物リサイクル広
報推進会議

-
パンフレットの配布（８万部）
一般配布

27 平成16年10月26日

平成16年度新潟中越地震に
より被害の生じた建築物等
に係る解体工事等を実施す
る上でのアスベストの取扱に
ついて

通知
国土交通省総合政策局
建設業課長（新潟県土木
部長あて）

-

地震により建築物等の解体工事・修繕工
事が増加することが予想されるため、アス
ベストの適正な取扱について関係法令の
遵守を周知徹底

28 平成16年10月26日

平成16年度新潟中越地震に
より被害の生じた建築物等
に係る解体工事等を実施す
る上でのアスベストの取扱に
ついて

事務連絡
国土交通省総合政策局
建設業課（新潟県土木部
技術管理課あて）

-
パンフレットにより、アスベストの適正な取
扱について周知徹底

29 平成16年10月26日

平成16年度新潟中越地震に
より被害の生じた建築物等
に係る解体工事等を実施す
る上でのアスベストの取扱に
ついて

通知
国土交通省総合政策局
建設業課長（関係業団体
あて）

-

地震により建築物等の解体工事・修繕工
事が増加することが予想されるため、アス
ベストの適正な取扱について関係法令の
遵守を周知徹底

30 平成16年10月26日

平成16年度新潟中越地震に
より被害の生じた建築物等
に係る解体工事等を実施す
る上でのアスベストの取扱に
ついて

事務連絡
国土交通省総合政策局
建設業課（関係業団体あ
て）

-
パンフレットにより、アスベストの適正な取
扱について周知徹底

31 平成17年６月
低層住宅石綿取り扱いガイ
ド

ガイドライ
ン

（社）住宅生産団体連合
会

93

石綿含有建材（成形板等）を含む建築物
の解体作業の際に、石綿障害予防規則
に沿って、事業者が取るべき具体的な対
策を記述。


